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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　二つの構成部品（１，１１）、特にヒンジ部材の組立体であって、少なくとも第一の構
成部品（１）がダイキャストにより製造されており、かつ窪み（２）を備えており、この
窪みにおいて、第二の構成部品（１１）の少なくとも一つの部分（５）が調節可能に案内
され、窪み（２）の少なくとも一つの側壁（３）が抜き勾配を備えている組立体において
、
　前記側壁（３）が抜き勾配に接続した、抜き勾配に比して平坦な面を備えた領域（６）
を有しており、そして前記窪み（２）が、前記領域（６）に対向した平坦な反対面（４）
を有しており、
第二の構成部品（１１）の前記部分（５）が前記領域（６）と第一の構成部品（１）の平
坦な反対面（４）の間で案内されていることを特徴とする組立体。
【請求項２】
　両構成部品（１，１１）の位置を互いに調節する際に、前記部分（５）と前記領域（６
）の間の遊びが一定であることを特徴とする請求項１記載の組立体。
【請求項３】
　前記領域（６）が側壁（３）の抜き勾配に対して窪み（２）内に突出していることを特
徴とする請求項１または２に記載の組立体。
【請求項４】
　平坦領域が（６）が側壁（３）の全面において、少なくとも５０％未満、特に少なくと
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も３０％未満であることを特徴とする請求項１～３のいずれか一つに記載の組立体。
【請求項５】
　前記反対面（４）が側壁の部分であり、この側壁が平坦な前記反対面（４）に加えて抜
き勾配を備えていることを特徴とする請求項１～４のいずれか一つに記載の組立体。
【請求項６】
　前記領域（６）と前記反対面（４）が互いに鏡対象に配置されていることを特徴とする
請求項５に記載の組立体。
【請求項７】
　窪み（２）の底面（８）が孔（９）を備えており、この孔内に調節部材（１５）がネジ
込み可能であり、このようにして両構成部品（１，１１）の位置が互いに調節可能である
ことを特徴とする請求項１～６のいずれか一つに記載の組立体。
【請求項８】
　第二の構成部品（１１）が第一の構成部品（１）に対して組立体の正面（１９）に対し
て直交する方向に調節可能であることを特徴とする請求項１～７のいずれか一つに記載の
組立体。
【請求項９】
　第一の構成部品（１）がドアヒンジの固定部分の基体を形成し、第二の構成部品（１１
）がドアヒンジの固定部分のインサートを形成していることを特徴とする請求項１～８の
いずれか一つに記載の組立体。
【請求項１０】
　窪み（２）を備えた構成部品（１）を製造するための方法であって、液状の金属溶融物
がダイキャスト金型内に圧入され、前記窪み（２）の少なくとも一つの側壁が、抜き勾配
を備える方法において、前記側壁（３）に窪みの方向に平坦面を備えた領域（６）が形成
されることを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、二つの構成部品、特にヒンジ部材の組立体であって、少なくとも第一の構成
部品がダイキャストにより製造されており、かつ窪みを備えており、この窪みにおいて、
第二の構成部品（１１）の少なくとも一つの部分が調節可能に案内され、窪みの少なくと
も一つの側壁が抜き勾配を備えている組立体に関する。さらに本発明は、第一の構成部品
を製造するための方法に関する。構成部品とは相対して調節可能なドアヒンジの部品であ
る。
【背景技術】
【０００２】
　ダイキャストは、構成部品のバッチ生産あるいは大量生産のための工業的鋳造方法であ
る。ドアヒンジの製造の分野においても個別の部品は金属ダイキャストにより製造される
。比較的複雑な形状もそれだけの成形工程において形成できることが長所であることが明
らかである。
【０００３】
　特許文献１には一つの基体から成る固定部材を備えたドアヒンジが記載されている。基
体の窪み内にはインサートが挿入される。インサートにはドアヒンジの関節部材が位置決
めされている。
【０００４】
　ドアヒンジの基体はダイキャストにより製造できる構成部品である。この目的で、金属
溶融物が高圧と高速の下で金型に圧入される。窪みの少なくとも一つの側壁が、抜き勾配
があることを特徴とする軽い斜面を有するように金型は構成されている。抜き勾配はモデ
ル形成および金型形成における垂線からのズレである。抜き勾配により、完成したモデル
を損傷なく金型から外すことが可能になる。それにより材料のカジリ（Klemmen）あるい
はスレ（Fressen）は回避される。その際に、パーティングラインに対して直角になって
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いるモデルの側面すべてが抜き勾配を備えていてもよいかあるいは一つの側面だけが抜き
勾配を備えていてもよい。小さい部品の場合、抜き勾配は２％である。
【０００５】
　本発明に類するような組立体において、第一の構成部品の窪みの少なくとも一つの壁は
平坦ではなく傾斜を付されている。これによりその横断面が挿入方向に小さくなる窪みは
漏斗状になる。第二の構成部品を窪み内に挿入する際に、傾斜に基づいた側壁に対する挿
入される部品の間隔は常に短い。両構成部品の互いの位置を調節する際に、不安定な遊び
が生じ、確実な座り具合は保証されない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】欧州特許出願公開第２１８６９７９号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の課題は、不安定な遊びのない円滑な案内が保証されていて、かつダイキャスト
で製造された構成部品が問題なく離型可能である状態にあるように、その位置が調節でき
る二つの構成部品の組立体を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この課題は本発明によれば、抜き勾配を備えた側壁が、平坦面を有する領域を備えてお
り、第二の部品の部分が前記領域と平坦な反対面の間で案内される。この領域はさらに傾
斜した側壁に形成されている平坦な案内帯状部分を形成している。抜き勾配を備えた面と
は異なり、平坦な面を備えた領域は案内方向に対して平行に延びている。両構成部品の位
置を互いに調節する際に、平坦な面を備えた領域に対する第二構成部品の部分の間隔は一
定であるので、調節の際に不安定な遊びは全く生じず、従って正確な案内が調節領域全体
にわたって保証される。
【０００９】
　第一の構成部品を製造するために、液状の溶湯物がダイキャスト金型内に圧入される。
窪みの少なくとも一つの側壁が抜き勾配を備えるようにダイキャスト金型は形成されてい
る。本発明によれば、この側壁には平坦面を備えた領域が形成される。この領域を別々の
加工工程で鋳造サイクル後に形成することは基本的に可能である。しかしながら、この領
域がダイキャスト金型内でメス型として形成される。
【００１０】
　側壁の抜き勾配があるので、第一構成部品はダイキャスト金型から問題なく離型できる
。従って側壁は平坦な面を備えた領域も、傾斜した面を備えた領域も有する。平坦な領域
により正確な案内がもたらされ、傾斜した領域により問題のない離型が保証される。抜き
勾配があるので、材料のカジリあるいはスレは発生せず、抜き勾配があまり大きすぎずに
設定されると、以外にも平坦な面を備えた領域にも発生しない。好ましくは案内方向で、
平坦な領域は側壁の抜き勾配のほかにも配置されている。第二の構成部品の部分が両構成
部品の調節領域全体にわたって平坦な領域により案内されるように平坦領域の高さは選定
される。
【００１１】
　それと共に、平坦な領域が側壁の領域全体の５０％未満、特に３０％未満であると、問
題のない離型も可能になる。平坦な領域は縦長な案内帯状部分として側壁に形成されてい
るのが好ましい。側壁の残りは斜めに形成されている。
【００１２】
　窪み内に挿入される第二の構成部品の部分は、この部分の側で案内方向に対して平行に
なっている滑らかで平坦な面を有する。したがって、案内方向に対して平行な第二の構成
部品の平坦な滑動部（Eingleiten）が保証される。第一の構成部品の側壁の平坦領域と第
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二の構成部品の平坦な面は、調節の際に両構成部品の各位置において常に互いに平行にな
っている。
【００１３】
　側壁の平坦領域が残りの側壁に対して突出していると特に有利であることがわかる。こ
の場合はずれた部分（Versatz）を備えた突出部である。平坦領域は窪みの内側に突出し
ている材料盛付け部（Materialanhaufung）により形成されている。
【００１４】
　本発明の一変形において、軽いしまり嵌めによって遊びのない案内が行われる。第二の
構成部品は嵌め合い公差でもって第一の構成部品の窪み内に挿入される。このことは、第
二の構成部品がそこで窪みよりも大きな幅あるいは大きな直径を有していることを意味す
る。しまり嵌めにおいて、特に有利な構成によれば、まず初めに調節手段がスピンドル、
ネジまたはそのようなものの形態で係合する前に、第二の構成部品が第一に若干の遊びで
もって窪み内に挿入されてもよい。調節手段を固定することにより、第二の構成部品はさ
らに窪み内へ引入れられうる。その際に、第二の構成部品が軽いしまり嵌めの状態で平坦
領域と当接状態になると、調節の際に生じる増大する摩擦力は調節部材のおかげで抑えら
れる。同時に、簡単な固定により手ではできない摺動が可能になる。しかしながら、過度
の押し込みは、平坦領域が相当する当接面あるいは側壁の一部にわたってだけ延在してい
ることにより回避できる。記載された機能性を得るために、平坦領域は窪みの上側縁部の
から特定の間隔でもって始まり、その際、第二の構成部品が第一の構成部品の側壁の平坦
領域と当接状態になる前に、調節部材により第一の構成部品と第二の構成部品の間の接続
が生じるように調節部材は選定されている。
【００１５】
　基本的に、実際的な理由から、あるいは製造公差があるために絶えず、上記のように、
無理な押し込みのない移動が可能である軽いプラス公差あるいは軽いマイナス公差があり
える。その際、本発明の範囲においては、余分なミスが全くないこと、あるいは余分な遊
びが全くないことが抜き勾配から結果として生じるという長所が明らかになる。
【００１６】
　窪みは様々な形状を有してもよい。例えば、ダイキャストにより製造された構成部品は
円筒形の窪みを備えていてもよい。しかしながら、第一の構成部品が直方体形の窪みを備
えていると特に有利であることがわかる。
【００１７】
　この場合は、直方体形の構成の場合に四つの側壁を有する閉鎖的な窪みである。代替え
としては、窪みがＵ字状に形成されていてもよいので、窪みは底部と二つの互いに対向し
ている側壁だけから成る。
【００１８】
　一つの側が開口しており、従って窪みが一つの底部と第三の側壁を介して接続している
二つの互いに対向している側壁を有する窪みを備えていることが特に有利であることがわ
かる。
【００１９】
　窪みの底部は平らに構成されているのが好ましく、従って平坦な面を備えた領域は底部
に対して垂直な向きを有する。
【００２０】
　本発明によれば、窪みの少なくとも一つの側壁は平坦な面を備えた領域を備えている。
平坦な反対面は対向した側壁により形成されるのが好ましい。その際に、対向した側壁全
体が平坦な面として、従って抜き勾配なしで形成されていてもよい。本発明の他の変形に
おいて、対向した側壁は抜き勾配を備えていてもよい。この場合、対向した側壁も平坦な
面を有する領域を備えている。対向した平坦領域により、不安定な遊びのない案内が保証
される。その際に、平坦領域が互いに鏡対象に配置され、かつ同じ大きさであると、特に
有利であることがわかる。
【００２１】
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　本発明の特に有利な形態において、両構成部品は固定部材または調節部材を用いて互い
に解除可能に接続している。この目的で、窪みの底部内には孔が形成されており、この孔
内には固定部材あるいは調節部材がネジ込み可能である。調節部材として、ネジあるいは
調節スピンドルが使用されるのが好ましい。調節部材を用いて、両構成部品の位置に可変
である。
【００２２】
　本発明の特に有利な構成において、組立体はドアヒンジにおいて使用される。その際に
、組立体はドアヒンジの固定部材を形成することができる。この固定部材を用いて、ドア
ヒンジはドア扉あるいがドア枠に固定される。固定部材において、構成部品の一方は基体
を形成し、他方はインサートを形成する。調節部材を用いて、インサートは挿入方向に沿
って調節され、基体とインサートの位置は互いに調節される。
【００２３】
　本発明の他の特徴と長所は、図に基づいた実施例の詳細な説明ならびに図それ自体から
明らかになる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】組立体の第一の構成部品の斜視図である。
【図２】組立体の第二の構成部品の斜視図である。
【図３】両構成部品の組立状態の斜視図である。
【図４】調節部材が割当てられた孔内にまだ嵌合していない位置における縦方向断面図で
ある。
【図５】調節部材が割当てられた孔内に嵌合している位置における縦方向断面図である。
【図６】第二の構成部品が第一の構成部品の平坦領域に接触している位置における縦方向
断面図である。
【図７】第二の構成部品が第一の構成部品内に完全に挿入されている斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【実施例】
【００２５】
　図１には第一の構成部品の斜視図が示してある。第一の構成部品１はダイキャストによ
り製造されており、かつ窪み２を備えている。鋳型からの離型（Ausformen）を問題なく
行えるように、少なくとも一つの側壁３は抜き勾配を備えている。側壁３の傾斜部に、第
二の構成部品１１の部分５を窪み２内に挿入する際に平坦な案内は全くできない。第二の
構成部品１１は図２に示してある。部分５と傾斜部の間の遊びは、挿入深さ次第で変わる
。したがって、本発明により側壁３は平坦な面を備えた領域６を備えている。部分５は平
坦領域６と平坦な反対面４の間で案内される。平坦領域６は材料盛付け部として側壁３に
形成されている。直立した反対面４は対向した側壁により形成されている。平坦領域６と
反対面４の間隔は挿入深さ全体にわたり一定である。両構成部品１，１１の位置を互いに
変える際に、遊びは変わらない。従って、正確な案内が保証される。
【００２６】
　平坦領域６は側壁３に材料盛付け部として形成されている。平坦領域６は抜き勾配を備
えた残りの側壁３に対して突出している。部分５を挿入する際に、この平坦領域６の内側
には挿入される部分５の側壁３に対する間隔はわずかである。
【００２７】
　対向する側壁が同様に抜き勾配を有していると、この側壁は同様に直立面を備えた領域
を備えている。この場合、さらにこの領域は直立した反対面４を形成している。その際、
平坦領域は長手方向軸線１０に対して互いに鏡対称に配置されているのが好ましい。さら
に対向している領域が同じ大きさであると有利であることがわかる。
【００２８】
　窪み２の対向している両側壁は側壁７を介して接続している。側壁７の向かい側には窪
み２の開口部がある。側壁３において、平坦領域６は案内方向において側壁３の傾斜した
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領域の隣にあるのが好ましい。平坦領域６は側方開口部の方向に配置されているのが好ま
しいが、傾斜した領域は側壁７の方向にある。
【００２９】
　側壁３の平坦領域６は正確な案内が保証されている程度に幅広くなければならない。平
坦領域６が幅狭いほど、構成部品１は楽に離型することができる。
【００３０】
　平坦領域６の高さは調節範囲に左右され、調節範囲内で両方の構成部品１，１１を互い
に調節しなければならない。全調節範囲内で、第二の構成部品１１の部分５を平坦領域６
により案内しなければならない。
【００３１】
　側壁３，４，７は底部８と一緒に第一の構成部品１の窪み２を形成する。底部８は孔９
を備えている。孔９は長手方向軸線１０上で中心に配置されている。
【００３２】
　平坦領域６は側壁３の面全体の５０％未満、特に３０％未満の値であるのが好ましい。
従って、材料のカジリあるいはスレのない、構成部品１の離型が保証される。
【００３３】
　図２は第二の構成部品１１を示している。第二の構成部品１１は第一の構成部品１に案
内されている突出した部分５を備えている。部分５は直方体である。この直方体は三つの
平坦な側面を備えており、これらの側面からは、二つの側面１２，１３が図２に見て取れ
る。側面１３には切欠き部１４が形成されており、この切欠き部には調節部材１５が配置
されている。実施例では、調節部材１５として単純なネジが使用される（組込まれる）。
部分１５の上側１６には開口部１７が形成されており、この開口部を経由して、調節部材
１５は例えば六角穴用スパナを使用して回転可能である。
【００３４】
　図３では、両構成部品１，１１を図示した矢印の方向で組立てる。第二の構成部品１１
の部分５は、第一の構成部品１の窪み２内に案内される。離型のための傾斜部を備えた側
壁３にもかかわらず、遊びが変動することのない平坦でかつ正確な案内を保証するために
、側壁３は平坦面を備えた領域６を有する。部分５の平坦な側壁１３は、窪み２の反対面
としての平坦な側壁４により案内される。側面１３に対向している、側壁３の平坦な側面
は、側壁３の平坦でかつ形成された領域により案内される。
【００３５】
　実施例において、両構成部品１，１１はドアヒンジの固定部品を形成する。ドア扉の狭
い側ではフライスによる加工部（Frasung）が形成され、このフライスによる加工部内に
は固定部品が嵌め込まれ、かつネジを用いて孔１８を介して固定される。
【００３６】
　ダイキャストで製造された第一の構成部品１は、ドアヒンジの固定部品の本体を形成す
る。第二の構成部品１１は本体に配置されるインサートである。第二の構成部品１１には
ドアヒンジの関節部材が支承されている。インサートは図示した矢印に沿って本体内で調
節可能に配置されている。インサートの調節には、インサートを本体に接続する調節部材
１５が使用される。
【００３７】
　図４～６は両構成部品１，１１を組立てる際の異なる位置を示している。
【００３８】
　図４では調節部材１５が、すでに孔９内に係合せずに、第一の構成部品１の窪み２内に
突出している。第二の構成部品１１の部分５の側面は、側壁３の平坦領域とはまだ接触し
ていない。
【００３９】
　図５に図示した位置において、調節手段としてのネジ１５は孔９内に係合している。こ
の位置の場合でも、立方体の部分５の側面は側壁３の平坦領域とはまだ接触していない。
【００４０】
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　図６は、部分５が側壁３の平坦領域６と、反対面４としての対向している側壁の間に案
内されている位置を示している。
【００４１】
　図７は組立てられた姿勢での両構成部材１，１１を示している。調節部材１５を用いて
両構成部材１，１１の位置を互いに変えることができる。組立体の正面は、第一の構成部
品１の正面２０により、かつ第二の構成部品１１の正面２１により形成される。部分５は
平坦領域６と平坦な反対面４の間で組立体の正面に対して直角に案内される。
【００４２】
　第二の構成部品１１の突出した部分５が、第一の構成部品１の窪み２に対して、すなわ
ち平坦面を備えた領域６に対して、一定のしまり代（Ubermas）を有していることが図４
および５を相対的に考察したことから見て取れる。第二の構成部品１１の部分５をまず確
実な遊びでもって調節方向で窪み内に嵌め込むことができるように、窪み２は実用的に形
成されている（図４）。その際、部分５が平坦領域６に当接する前に、調節部材１５がネ
ジを切った孔９内に係合するように調節部材は形成されている（図５）。さらに調節部材
１５が回転することにより、部分５は窪み２内へさらに引き入れられ、その際に平坦領域
６と当接状態になる。調節部材１５により大きな力を加えることができるので、ある程度
のカジリはしまり嵌め公差に基づいて克服できる。同時に人手では可能でない高い力の作
用の下での遊びのない調節が実施可能である。

【図１】

【図２】

【図３】
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